７　再生

　これまでの区分所有法では、抜本的なマンションの再生方法として、「建替え」の決議が規定されているのみでしたが、2025(令和7)年の同法の改正で、「建物の取壊し」や「敷地の売却」等の決議の規定が盛り込まれました。
　複数の再生方法が規定され、決議の要件が緩和されたことを受け、今後、自分達のマンションをどのように維持していくのか、特に高経年マンション（旧耐震基準の建物など）にとっては、近い将来に直面する課題として、早期から考えておくことが望まれます。

	
	決議事項
	　概略
	決議要件

	1
	建替え
	　建物を取り壊し、かつ、その敷地(を含む土地)に建物を新築する。
	・区分所有者
・議決権数
　の各4/5以上

	2
	建物更新
(一棟リノベーション)
	　建物の構造上必要な部分(躯体)の維持又は回復のために共用部分と全ての専有部分の形状・面積・位置関係を変更する。(実質的な建替え)
	・区分所有者
・議決権数
　の各4/5以上

	3
	建物敷地売却
	　建物と敷地を一括で第三者に売却し、売却代金を各区分所有者が取得する。
	・区分所有者
・議決権数
・敷地利用権の
　持分の価格
　の各4/5以上

	4
	建物取壊し
敷地売却
	　建物を取り壊し、その敷地を売却する。
　(建物が危険な状態になりつつあり、敷地の買受人がいる場合などが想定されます。)
	・区分所有者
・議決権数
・敷地利用権の
　持分の価格
　の各4/5以上

	5
	取壊し
	　建物を取り壊す。
　(建物が危険な状態になりつつあり、敷地の買受人がいない場合などが想定されます。)
	・区分所有者
・議決権数
　の各4/5以上



　耐震性や火災安全性の不足、配管等の劣化、外壁剥落による危険、バリアフリーなど、法務大臣が定める基準に適合していない場合、上記表の決議要件は5分の4から4分の3に緩和されます。
